
第2警戒体制の組織図 別紙３

３階会議室に
災害警戒体制の本部を置く

危機管理室長（兼任） 危機管理室 コミュニティー班

(総務部長)

みずなみ未来部長(兼任) 生涯学習班

スポーツ文化班

災害警戒体制
総括

災害警戒体制
副総括

健康福祉部長(兼任) 社会福祉班

災害警戒体制本部

(危機管理室長) (健康福祉部長) 高齢福祉班

(建設部長)
こども家庭班

健康づくり班

教育委員会事務局長 教育総務班

学校教育班

 ・危機管理室長 経済部長 農林班

 ・みずなみ未来部長
清掃班 （地震時のみ）

 ・健康福祉部長

浄化班

 ・教育委員会事務局長 建設部長(兼任) 土木班

 ・経済部長
都市計画班

 ・建設部長

 ・消防長 シティプロジェクト推進班

上下水道班

非常備消防部 消防団本部

各分団

消防部 消防総務班

総括：消防長
警防班

予防班

消防署班


